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たつのこスタジアムスコアボード賃貸借仕様書 

 

１．概要 

  本仕様書は、龍ケ崎市（以下「本市」という。）のたつのこスタジアム（以下

「本施設」という。）スコアボード賃貸借公募型企画提案の実施に関わる設備につ

いて必要事項を定める。 

 

２．目的 

  本事業は、価格の競争のみならず、高度な創造性や専門的な技術及び経験を有

する事業者から広く提案を求め、本施設に設置するスコアボード設備（以下「本

設備」という。）の更新を行うとともに、本施設の魅力向上及び省エネルギー性を

図ることを目的とする。 

 

３．仕様書の考え方 

  本仕様書は、必要最低限の機能要件を示しており、これらを踏まえて本設備の

更新に関わる提案を求めるものである。 

 

４．適応基準及び規格等 

  本事業を遂行するにあたっては、各種関連法令及び市の条例、規則等並びに次

に掲げる基準及び規格等を遵守すること。 

  なお、その対応については提案者の責任において行うこととし、公募時点にお

いて全て最新のものを参照すること。 

  （１）公共建築設計業務委託共通仕様書（建設工事編・電気設備工事編・機械

設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

  （２）公共建築工事標準仕様書（建設工事編・電気設備工事編・機械設備工事

編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

  （３）建築物解体工事共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

  （４）建築設計基準及び同解説（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

  （５）建築構造設計基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

  （６）建築鉄骨設計基準及び同解説（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

  （７）建築設備計画基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課） 

  （８）建築設備設計基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課） 

  （９）建築工事設計図書作成基準及び同資料（国土交通省大臣官房官庁営繕

部） 

  （１０）建築設備工事設計図書作成基準及び同資料（国土交通省大臣官房官庁

営繕部設備・環境課） 

  （１１）公認野球規則 

  （１２）その他関連する基準・規則・指針等 
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５．基本要件 

  本設備の更新に関わる基本要件は、次のとおりとする。 

  （１）本設備の更新において、不用となる既存機器等の撤去及び処分を適正に

行うこと。 

  （２）チーム名、選手名、得点など競技運営に必要な表示項目を踏まえ、視認

性、経済性、省エネルギー性及び保守性に優れたものに更新すること。 

  （３）本設備の操作については、専門的知識のないものであっても簡単に操作

できる機器及びシステム構成とすること。 

  （４）機器等の安全性及び信頼性を確保すること。 

  （５）本施設で開催される大会、イベント等を考慮し、幅広い活用を想定した

設備とすること。 

  （６）本施設指定管理者と協議の上、本施設を継続的に利用できるよう配慮す

ること。 

  （７）周辺住民及び周辺環境に十分に配慮すること。 

 

６．更新設備の仕様 

  次の仕様と同等又はそれ以上の性能を満たすこと。なお、既存の配線等で更新

後も使用可能なものは、対象品目及び対象範囲を明らかにし、本市と協議を行っ

た上で、使用すること。 

  （１）スコアボード表示部仕様 

   ア フルカラーＬＥＤ表示 

①  画面サイズ ６０㎡以上 

    ② 発 光 方 式 ＲＧＢ高輝度発光ダイオード 

            ※同等以上を証明できればこの限りでない。 

    ③ 画 素 数 縦１２８×横４２５ドット以上 

    ④ 絵素ピッチ ２０ｍｍ以下 

    ⑤ 表 示 階 調 ６５，５３６段調以上 

    ⑥ 視 認 距 離 １５０ｍ離れた地点から文字が視認できること 

    ⑦ 視 覚 角 度 水平±各６０°以上、上１５°以上 下３０°以上 

    ⑧ 輝 度 ５，０００ｃｄ/㎡以上 

    ⑨ 耐 久 性 防塵防水対策 雷害対策 

  （２）スコアボード表示機能 

   ア 野球競技表示機能 

    ① 得点表示部 

・チーム名（全角３文字以上表示可能 ４文字以上は自動圧縮表示） 

・イニング得点（二桁表示対応） 

・合計得点 

・ヒット数 
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・エラー数 

    ② 選手名表示部 

     ・チーム名 

     ・選手名（９人、１０人制対応）打順、守備位置 

    ③ 審判名表示部（４人、６人制対応） 

    ④ その他表示部 

     ・判定表示（ＢＳＯ ＨＥＦｃ） 

・試合時間 

・球速 

・投球数 

   イ 塔時計 

     Φ２，０００ｍｍ以上とし、電波修正とする。 

  （３）サブスコアボード 

   ア ＢＳＯ表示 

  （４）スピードガン 

   ア 球速測定 

  （５）操作室 

   ア 操作機器（スコアボードシステムＰＣ及び周辺機器等） 

 

 ７．納入場所 

   たつのこスタジアム（龍ケ崎市松ケ丘２－１６－１）の本市が指定する場所

とする。 

 

８．契約期間 

  （１）賃貸借期間は、令和７年６月１日から令和１７年５月３１日までの１０

年間とし、令和７年５月３１日までに引渡しを完了することとする。 

     なお、契約日から賃貸借期間開始日までは準備期間とし、賃貸料は発生

しないものとする。 

  （２）設置作業の着工は、施設の利用状況に応じて、本市との打ち合わせにお

いて決定する。 

   

９．無償譲渡 

  本設備の取扱いについては、賃貸借期間終了後、無償譲渡のうえ、本市に帰属

させるものとする。 

 

１０．提出書類 

  優先交渉権者を選定後、優先交渉権者は、直ちに本市と仕様書に基づく詳細な

打合せを行い、次の書類を本市の指定する期日までに提出することとする。 
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  （１）工程表 

  （２）物品明細書 

  （３）本設備の概要書 

  （４）完成図書 

     紙媒体２部及び本市が指定するファイル様式で作成した電子媒体（ＣＤ

－Ｒ） 

   ア 配線図 

   イ 系統図 

   ウ 本設備の機器仕様及び主要機器の一覧 

   エ 本設備の配置図及びシステム構成図 

   オ 操作運用マニュアル及び取扱説明書 

   カ 試験結果報告書 

   キ 導入機器の仕様書 

  （５）その他、本市より指示するもの 

 

１１．留意点 

  （１）各種関連法令及び施工安全に関する指針等を遵守し、設計図書及び施工

計画に従って本施設の工事を実施すること。 

  （２）機器を設置する際には、転落・落下防止処理を施すこと。 

  （３）施設との接続する配線については、配線ごとにラベル等を張り付けるこ

と。 

  （４）工事により発生した産業廃棄物等については、法令等に定められたとお

り適切に処分すること。 

  （５）提案者の負担により、必要な保険に加入すること。 

  （６）公募型プロポーザル方式参加申込書で提出された協力会社等の変更は認

めない。 

  （７）設計及び施工の進捗状況等を本市に定期的に報告すること。 

  （８）工事車両等の駐車場、仮設事務所設置場所、資材置場等については、本

市及び施設指定管理者と協議の上、施設利用に支障のない場所に設置する

こと。 

  （９）本施設に損傷等を与えないように留意するとともに、本施設を汚損、破

損させた場合には、提案者の負担により、補修及び保証を行うこと。 

  （１０）現場内の事故、災害については十分に留意するとともに、周辺地域に

災害が及ばないよう万全の対策を講じること。 

  （１１）他の工事等と作業等が重なった場合には、当該工事受注者等と協力

し、工事を円滑に推進すること。 

  （１２）騒音、振動等については、十分な対策を講じること。また、苦情等が

発生した場合においては、提案者の責任において適切に対応すること。 
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  （１３）賃貸借期間の開始前に、機器の十分な動作確認、試験調整及び取扱説

明を行うこと。 

１２．検査   

  機器の設置・調整が完了した際には、仕様書に定めたとおりに履行されている

ことを確認するため、本市の立会いの下、検査を行う。なお、検査にかかる費用

は、賃貸人の負担とし、検査合格後、引渡しとする。 

 

１３．検収及び運用   

  （１）運用開始前に本市職員、本施設指定管理者及び本市が指定する者に対

し、機器の操作説明及びリハーサルを行うこと。 

  （２）賃貸借期間開始後、システムの初回運用時にはシステムに精通した者が

立ち会うこと。 

 

１４．支払条件 

毎月払い（１２０回）。ただし、履行確認後、適法な請求書を受理した日から３

０日以内に指定の金融機関口座に振り込むものとする。 

 

１５．その他 

（１）賃貸借料は令和７年６月１日（賃貸借開始日）から生じるものとする。 

  （２）本仕様書に定めのない事項については、本市と賃貸人の協議の上、決定

するものとする。   

（３）本仕様書に疑義が生じた場合は、本市と賃貸人の協議の上、決定するも

のとする。 

 

 


